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申請の修正および図⾯提出の説明資料

1. はじめに
これまでは紙の書類持参や、メールへのファイル添付でやり取りを⾏ってきましたが、今後は専⽤のウェブ
画⾯と保管場所を利⽤する形に移⾏します 。

2. 3つのITツールの役割（はじめに）
本システムでは、以下の3つのツールを組み合わせて使⽤します。これらは、名古屋市が管理する「申請管理
システム」と密接に連携しています。

ツール名 役割 どのようなものか

kViewer
（ケイビューワ
ー）

「閲覧⽤マイペ
ージ」

⾃⾝の申請状況（審査中・受付完了など）や、
市からの具体的な指摘事項をいつでも確認できるページです。

FormBridge
（フォームブリ
ッジ）

「⼿続き・報告
画⾯」

申請内容の修正を⾏ったり、図⾯をBOXに置いた後に
「提出完了」を市へ知らせたりするための⼊⼒フォームです。

BOX
（ボックス）

「書類・図⾯置
き場」

重い図⾯（PDFなど）を保存する場所です。
初回提出から、修正時の再提出まで、すべての図⾯はこの場所
に格納します。

3. 全体の⼿続きフロー
ここでは、Grafferから申請を提出し、申請内容の審査が開始された後のフローについて説明します。

本システムでは、初回の図⾯提出であっても、不備による修正であっても、基本的に「市からのメール」が
届くことが、皆様の「作業開始の合図」となります。

0240643
長方形

0240643
タイプライターテキスト
協議方法
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① 市からのメールを受信（作業開始の合図）

申請書類の修正依頼 、仮測図の作成依頼 、協議図の作成依頼 など、各ステップで市から「依頼メー
ル」が届きます。

このメールが届いたタイミングで、該当する作業を開始してください。
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② 申請⼀覧の確認

メール内のリンクから「マイ申請⼀覧」ページを開きます。

申請の⼀覧が表⽰され、申請内容・仮測図等の市側での確認状況が確認できます。

⼀覧の⾏をクリックすると、申請の詳細が確認できます。
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③ 申請の詳細（指摘内容等）の確認

申請の詳細画⾯には、Grafferで⼊⼒した申請内容と、市側でチェックした際の指摘事項が表⽰されま
す。
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画⾯下部の「修正」ボタンをクリックし、申請内容修正画⾯に移動します。
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④-1 申請内容の修正

申請内容修正画⾯では、指摘箇所の⼊⼒内容を直接修正できます。（画像は「申請地」を修正するパ
ターン）

指摘内容を確認しながら修正を⾏ってください。
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修正にあたって市側の担当者に伝えたいことがある場合は、コメント欄に⾃由にご記⼊ください。
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④-2 図⾯・書類の格納

申請内容修正画⾯にはBOXのリンク（アップロード⽤/ダウンロード⽤）が記載されています。
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アップロード⽤のリンクをクリックすると、アップロードページが表⽰されます。
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書類のアップロード

申請に関する図書や、仮測図・協議図等の共有はこちらからアップロードできます。
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アップロードを選択し送信ボタンをクリックすると、ファイルの送信が完了します。

[注意]︓申請内容の編集内容についてはこの時点では送信されていません。
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アップロードした書類の確認・ダウンロード

ダウンロード⽤のリンクをクリックすると、アップロード済みの資料の⼀覧が表⽰されます。

資料をクリックすることで内容のプレビューを⾏うことや、ダウンロードをおこなうことができま
す。

アップロードしている資料の内容確認の際にご使⽤ください。
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⑤ 申請修正内容の送信

申請内容の修正後、「修正内容を送信」ボタンを押すことで、「提出・修正が完了したこと」が通知
され、市側での確認が開始されます。
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確認の結果、再度修正が必要と判断された場合は、再度依頼メールが送付され、この⼿順を繰り返す
形となります。




